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                             　告 示　                              

 

沖縄県告示第453号 

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第９項の規定により、宮古島市上地中部地区県営農地整

 備事業に係る換地処分をした｡　

 　　令和７年12月２日

 沖縄県知事　　玉　　城　　康　　裕　

 

沖縄県告示第454号 

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、沖縄総合事務

 局宮古伊良部農業水利事業所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

 令和７年12月２日

 沖縄県知事　　玉　　城　　康　　裕　

 １　公共測量を実施する地域　宮古島市城辺

 ２　公共測量を実施する期間　令和７年11月17日から同年12月31日まで

 ３　作業種類　公共測量（基準点測量）

 
     30  10  12    金曜日                                   　　　　　            　（号外第41号）   令和７年12月２日　火曜日  　　　 第5368号
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